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八

福
井
県
告
示
第
３
５
４
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

４
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

を
指

定
し

た
の

で
、

同
法

第
７

８
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

デ
イ

フ
ィ

ッ
ト

ネ
ス

　
楽

ら
く

　
春

江
店

２
　

事
業

所
の

所
在

地

　
　

福
井

県
坂

井
市

春
江

町
江

留
上

錦
６

３

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

株
式

会
社

ル
ネ

ッ
ス

４
　

指
定

年
月

日

　
　

令
和

３
年

８
月

１
日

５
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類

　
　

通
所

介
護

６
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号

　
　

１
８

７
１

７
０

１
２

０
５

　
　

福
井
県
告
示
第
３
５
５
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

７
５

条
第

２
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

廃
止

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
８

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

デ
イ

フ
ィ

ッ
ト

ネ
ス

　
楽

ら
く

　
春

江
店

２
　

事
業

所
の

所
在

地

　
　

福
井

県
坂

井
市

春
江

町
江

留
上

錦
６

３

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

株
式

会
社

エ
ル

・
ロ

ー
ズ

４
　

廃
止

届
出

受
理

年
月

日

　
　

令
和

３
年

７
月

１
日

５
　

廃
止

日

　
　

令
和

３
年

７
月

３
１

日

６
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
告

示
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通
所

介
護

７
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号

　
　

１
８

７
１

７
０

１
２

０
５

　
　

福
井
県
告
示
第
３
５
６
号

　
消

防
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

８
６

号
）

第
２

条
第

９
項

の
救

急
業

務
に

係
る

医
療

機
関

か
ら

、
令

和
３

年
８

月
２

３
日

付
け

で
、

救
急

病
院

等
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

３
９

年
厚

生
省

令
第

８
号

）
第

１
条

第
１

項
の

申
出

の
撤

回
が

あ
っ

た
の

で
、

同
令

第
２

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

区
分

　
救

急
診

療
所

２
　

名
称

　
荒

川
整

形
外

科
医

院

３
　

所
在

地
　

福
井

県
福

井
市

高
木

町
５

１
－

８

　
　

福
井
県
告
示
第
３
５
７
号

　
国

土
調

査
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
０

号
）

第
１

９
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
国

土
調

査
の

成
果

を
認

証
し

た
の

で
、

同
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

調
査

を
行

っ
た

者
の

名
称

　
　

福
井

市

２
　

調
査

を
行

っ
た

期
間

　
　

平
成

２
６

年
６

月
か

ら
平

成
２

９
年

３
月

ま
で

３
　

調
査

を
行

っ
た

地
域

　
　

福
井

市
蔵

作
町

の
一

部

４
　

成
果

の
名

称

　
　

福
井

市
蔵

作
町

の
一

部
の

地
籍

図
お

よ
び

地
籍

簿

５
　

認
証

年
月

日

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

福
井
県
告
示
第
３
５
８
号

　
国

土
調

査
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
０

号
）

第
１

９
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
国

土
調

査
の

成
果

を
認

証
し

た
の

で
、

同
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

調
査

を
行

っ
た

者
の

名
称

　
　

坂
井

市

２
　

調
査

を
行

っ
た

期
間

　
　

平
成

２
８

年
４

月
か

ら
令

和
１

年
１

１
月

ま
で

３
　

調
査

を
行

っ
た

地
域

　
　

坂
井

市
（

坂
井

町
上

兵
庫

）

４
　

成
果

の
名

称

　
　

坂
井

市
（

坂
井

町
上

兵
庫

）
の

地
籍

図
お

よ
び

地
籍

簿

５
　

認
証

年
月

日

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

落
札

に
係

る
物

品
の

名
称

お
よ

び
数

量

　
　

環
境

放
射

能
水

準
調

査
用

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
更

新
事

業
　

一
式

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
原

子
力

環
境

監
視

セ
ン

タ
ー

　
　

福
井

県
敦

賀
市

吉
河

３
７

－
１

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

令
和

３
年

８
月

４
日

４
　

落
札

者
の

名
称

お
よ

び
住

所

　
　

富
士

電
機

株
式

会
社

関
西

支
社

　
　

大
阪

府
大

阪
市

北
区

大
深

町
３

－
１

５
　

落
札

金
額

　
　

５
４

，
３

４
０

，
０

０
０

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札

７
　

規
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

令
和

３
年

６
月

２
２

日

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

公

告
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令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

落
札

に
係

る
物

品
の

名
称

お
よ

び
数

量

　
　

環
境

放
射

能
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
シ

ス
テ

ム
更

新
お

よ
び

保
守

点
検

業
務

委
託

事
業

　
一

式

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
原

子
力

環
境

監
視

セ
ン

タ
ー

　
　

福
井

県
敦

賀
市

吉
河

３
７

－
１

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

令
和

３
年

８
月

４
日

４
　

落
札

者
の

名
称

お
よ

び
住

所

　
　

株
式

会
社

日
立

製
作

所
福

井
支

店

　
　

福
井

県
福

井
市

中
央

３
丁

目
１

－
５

５
　

落
札

金
額

　
　

１
５

９
，

２
８

０
，

０
０

０
円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札

７
　

規
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

令
和

３
年

６
月

２
２

日

　
　

　
職

業
能

力
開

発
促

進
法

（
昭

和
４

４
年

法
律

第
６

４
号

）
第

４
６

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

令
和

３
年

度
後

期
技

能
検

定
（

特
級

、
１

級
、

２
級

、
３

級
お

よ
び

単
一

等
級

）
を

実
施

す
る

の
で

、
職

業
能

力
開

発
促

進
法

施
行

規
則

（
昭

和
４

４
年

労
働

省
令

第
２

４
号

）
第

６
６

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

等
級

ご
と

の
実

施
検

定
職

種

　
⑴

　
特

級

　
　

 　
特

級
の

検
定

職
種

の
う

ち
後

期
（

令
和

３
年

１
０

月
１

日
か

ら
令

和
４

年
３

月
３

１
日

ま
で

の
期

間
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

実
施

す
る

も
の

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

　
　

 　
鋳

造
、

金
属

熱
処

理
、

機
械

加
工

、
放

電
加

工
、

金
型

製
作

、
金

属
プ

レ
ス

加
工

、
工

場
板

金
、

め
っ

き
、

仕
上

げ
、

機
械

検
査

、
ダ

イ
カ

ス
ト

、
電

子
機

器
組

立
て

、
電

気
機

器
組

立
て

、
半

導
体

製
品

製
造

、
プ

リ
ン

ト
配

線
板

製
造

、
自

動
販

売
機

調
整

、
光

学
機

器
製

造
、

内
燃

機
関

組
立

て
、

空
気

圧
装

置
組

立
て

、
油

圧
装

置
調

整
、

建
設

機
械

整
備

、
婦

人
子

供
服

製
造

、
紳

士
服

製
造

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
成

形
お

よ
び

パ
ン

製
造

　
⑵

　
１

級
お

よ
び

２
級

　
　

 　
１

級
お

よ
び

２
級

の
検

定
職

種
の

う
ち

後
期

に
実

施
す

る
も

の
は

、
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
も

の
と

し
、

当
該

検
定

職
種

ご
と

の
学

科
試

験
ま

た
は

実
技

試
験

の
科

目
の

う
ち

受
検

者
が

選
択

す
る

も
の

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
中

欄
ま

た
は

右
欄

に
掲

げ
る

科
目

と
す

る
。
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検
定

職
種

学
科

試
験

の
選

択
科

目
実

技
試

験
の

選
択

科
目

さ
く

井
パ

ー
カ

ッ
シ

ョ
ン

式
さ

く
井

施
工

法
お

よ
び

ロ
ー

タ

リ
ー

式
さ

く
井

施
工

法

パ
ー

カ
ッ

シ
ョ

ン
式

さ
く

井
工

事
作

業
お

よ
び

ロ
ー

タ

リ
ー

式
さ

く
井

工
事

作
業

工
場

板
金

機
械

板
金

加
工

法
機

械
板

金
作

業

ロ
ー

プ
加

工
な

し
な

し

機
械

検
査

な
し

な
し

電
気

機
器

組
立

て
シ

ー
ケ

ン
ス

制
御

法
シ

ー
ケ

ン
ス

制
御

作
業

空
気

圧
装

置
組

立
て

な
し

な
し

油
圧

装
置

調
整

な
し

な
し

農
業

機
械

整
備

な
し

な
し

冷
凍

空
気

調
和

機
器

施
工

な
し

な
し

菓
子

製
造

和
菓

子
製

造
法

和
菓

子
製

造
作

業

建
築

大
工

な
し

な
し

か
わ

ら
ぶ

き
な

し
な

し

配
管

建
築

配
管

施
工

法
建

築
配

管
作

業

型
枠

施
工

な
し

な
し

鉄
筋

施
工

な
し

鉄
筋

施
工

図
作

成
作

業
お

よ
び

鉄
筋

組
立

て
作

業

コ
ン

ク
リ

ー
ト

圧
送

施
工

な
し

な
し

防
水

施
工

塩
化

ビ
ニ

ル
系

シ
ー

ト
防

水
施

工
法

お
よ

び
改

質
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
シ

ー
ト

ト
ー

チ
工

法
防

水
施

工
法

塩
化

ビ
ニ

ル
系

シ
ー

ト
防

水
工

事
作

業
お

よ
び

改
質

ア

ス
フ

ァ
ル

ト
シ

ー
ト

ト
ー

チ
工

法
防

水
工

事
作

業

樹
脂

接
着

剤
注

入
施

工
な

し
な

し

カ
ー

テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

施
工

な
し

な
し

ガ
ラ

ス
施

工
な

し
な

し

機
械

・
プ

ラ
ン

ト
製

図
機

械
製

図
法

機
械

製
図

Ｃ
Ａ

Ｄ
作

業

塗
装

鋼
橋

塗
装

法
鋼

橋
塗

装
作

業

工
業

包
装

な
し

な
し

　
⑶

　
３

級

　
　

 　
３

級
の

検
定

職
種

の
う

ち
後

期
に

実
施

す
る

も
の

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

も
の

と
し

、
当

該
検

定
職

種
ご

と
の

学
科

試
験

ま
た

は
実

技
試

験
の

科
目

の
う

ち
受

検
者

が
選

択
す

る
も

の
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

中
欄

ま
た

は
右

欄
に

掲
げ

る
科

目
と

す
る

。

検
定

職
種

学
科

試
験

の
選

択
科

目
実

技
試

験
の

選
択

科
目

機
械

加
工

旋
盤

加
工

普
通

旋
盤

作
業

機
械

検
査

な
し

な
し

電
気

機
器

組
立

て
シ

ー
ケ

ン
ス

制
御

法
シ

ー
ケ

ン
ス

制
御

作
業

建
築

大
工

な
し

な
し

か
わ

ら
ぶ

き
な

し
な

し
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配
管

建
築

配
管

施
工

法
建

築
配

管
作

業

鉄
筋

施
工

な
し

鉄
筋

組
立

て
作

業

機
械

・
プ

ラ
ン

ト
製

図
な

し
機

械
製

図
Ｃ

Ａ
Ｄ

作
業

　
⑷

　
単

一
等

級

　
　

　
単

一
等

級
の

検
定

職
種

の
う

ち
後

期
に

実
施

す
る

も
の

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

　
　

　
バ

ル
コ

ニ
ー

施
工

２
　

試
験

科
目

　
　

実
技

試
験

お
よ

び
学

科
試

験

３
　

手
数

料
、

実
施

期
日

お
よ

び
実

施
場

所
等

　
⑴

　
手

数
料

　
　

 　
実

技
試

験
お

よ
び

学
科

試
験

と
も

福
井

県
手

数
料

徴
収

条
例

（
平

成
１

２
年

福
井

県
条

例
第

２
号

）
で

定
め

る
金

額
と

す
る

。

　
⑵

　
実

施
期

日

　
　

　
ア

　
実

技
試

験

　
　

　
　

 　
令

和
３

年
１

２
月

３
日

（
金

）
か

ら
令

和
４

年
２

月
１

３
日

（
日

）
ま

で
の

間
に

お
い

て
、

別
に

福
井

県
職

業
能

力
開

発
協

会
（

以
下

「
開

発
協

会
」

と
い

う
。

）
が

指
定

す
る

日
に

実
施

す
る

。

　
　

　
イ

　
学

科
試

験

　
　

　
　

 　
等

級
お

よ
び

検
定

職
種

に
応

じ
次

の
期

日
に

実
施

す
る

。
た

だ
し

、
１

の
表

に
お

い
て

選
択

科
目

を
掲

げ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、

当
該

選
択

科
目

に
係

る
学

科
試

験
に

限
る

。

　
　

　
　

ア
　

令
和

４
年

１
月

２
３

日
（

日
）

　
　

　
　

　
ａ

　
１

級
お

よ
び

２
級

　
　

　
　

　
　

　
機

械
検

査
、

電
気

機
器

組
立

て
、

配
管

、
型

枠
施

工
お

よ
び

ガ
ラ

ス
施

工

　
　

　
　

　
ｂ

　
３

級

　
　

　
　

　
　

　
電

気
機

器
組

立
て

お
よ

び
配

管

　
　

　
　

イ
　

令
和

４
年

１
月

３
０

日
（

日
）

　
　

　
　

　
ａ

　
特

級

　
　

　
　

　
　

 　
鋳

造
、

金
属

熱
処

理
、

機
械

加
工

、
放

電
加

工
、

金
型

製
作

、
金

属
プ

レ
ス

加
工

、
工

場
板

金
、

め
っ

き
、

仕
上

げ
、

機
械

検
査

、
ダ

イ
カ

ス
ト

、
電

子
機

器
組

立
て

、
電

気
機

器
組

立
て

、
半

導
体

製
品

製
造

、
プ

リ
ン

ト
配

線
板

製
造

、
自

動
販

売
機

調
整

、
光

学
機

器
製

造
、

内
燃

機
関

組
立

て
、

空
気

圧
装

置
組

立
て

、
油

圧
装

置
調

整
、

建
設

機
械

整
備

、
婦

人
子

供
服

製
造

、
紳

士
服

製
造

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
成

形
お

よ
び

パ
ン

製
造

　
　

　
　

　
ｂ

　
１

級
お

よ
び

２
級

　
　

　
　

　
　

 　
さ

く
井

、
工

場
板

金
、

油
圧

装
置

調
整

、
農

業
機

械
整

備
、

冷
凍

空
気

調
和

機
器

施
工

、
防

水
施

工
、

カ
ー

テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

施
工

、
機

械
・

プ
ラ

ン
ト

製
図

お
よ

び
印

章
彫

刻

　
　

　
　

　
ｃ

　
３

級

　
　

　
　

　
　

　
機

械
・

プ
ラ

ン
ト

製
図
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ｄ

　
単

一
等

級

　
　

　
　

　
　

　
バ

ル
コ

ニ
ー

施
工

　
　

　
　

ウ
　

令
和

４
年

２
月

６
日

（
日

）

　
　

　
　

　
ａ

　
１

級
お

よ
び

２
級

　
　

　
　

　
　

 　
ロ

ー
プ

加
工

、
空

気
圧

装
置

組
立

て
、

菓
子

製
造

、
建

築
大

工
、

か
わ

ら
ぶ

き
、

鉄
筋

施
工

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

送
施

工
、

樹
脂

接
着

剤
注

入
施

工
、

塗
装

お
よ

び
工

業
包

装

　
　

　
　

　
ｂ

　
３

級

　
　

　
　

　
　

　
機

械
加

工
、

機
械

検
査

、
建

築
大

工
、

か
わ

ら
ぶ

き
お

よ
び

鉄
筋

施
工

　
⑶

　
実

施
場

所

　
　

　
実

技
試

験
お

よ
び

学
科

試
験

と
も

別
に

開
発

協
会

か
ら

通
知

す
る

。

　
⑷

　
実

技
試

験
問

題
の

公
表

　
　

 　
実

技
試

験
の

試
験

問
題

は
、

令
和

３
年

１
１

月
２

６
日

（
金

）
に

開
発

協
会

に
お

い
て

公
表

す
る

（
た

だ
し

、
検

定
職

種
に

よ
っ

て
は

試
験

問
題

の
全

部
ま

た
は

一
部

を
公

表
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

）
。

４
　

受
検

申
請

の
手

続

　
⑴

　
提

出
書

類

　
　

ア
　

技
能

検
定

受
検

申
請

書
（

以
下

「
申

請
書

」
と

い
う

。
）

　
　

イ
 　

実
技

試
験

ま
た

は
学

科
試

験
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

当
該

免
除

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

者
で

あ
る

旨
を

証
す

る
書

面

　
⑵

　
提

出
先

　
　

　
福

井
県

職
業

能
力

開
発

協
会

　
　

　
所

在
地

　
〒

９
１

０
－

０
０

０
３

　
　

　
　

　
　

　
福

井
市

松
本

３
丁

目
１

６
－

１
０

　
　

　
　

　
　

　
福

井
県

職
員

会
館

ビ
ル

４
階

　
　

　
電

　
話

　
０

７
７

６
－

２
７

－
６

３
６

０

　
⑶

　
受

付
期

間

　
　

 　
令

和
３

年
１

０
月

４
日

（
月

）
か

ら
同

月
１

５
日

（
金

）
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
お

よ
び

祝
日

を
除

く
。

）

　
　

 　
な

お
、

郵
送

に
よ

り
提

出
す

る
場

合
に

は
、

令
和

３
年

１
０

月
１

５
日

（
金

）
ま

で
の

消
印

が
あ

る
も

の
に

限
り

受
け

付
け

る
。

５
　

手
数

料
の

納
付

方
法

　
 　

実
技

試
験

の
手

数
料

お
よ

び
学

科
試

験
の

手
数

料
の

合
計

額
（

実
技

試
験

ま
た

は
学

科
試

験
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

免
除

に
係

る
試

験
の

手
数

料
を

除
い

た
額

）
に

相
当

す

る
現

金
を

申
請

書
に

添
え

て
納

付
す

る
こ

と
。

　
　

な
お

、
い

っ
た

ん
納

付
さ

れ
た

手
数

料
は

、
返

還
し

な
い

。

６
　

合
格

者
の

発
表

等

　
⑴

　
合

格
者

の
発

表

　
　

 　
技

能
検

定
に

合
格

し
た

受
検

者
の

受
検

番
号

を
令

和
４

年
３

月
１

１
日

（
金

）
に

福
井

県
庁

１
階

に
掲

示
す

る
ほ

か
、

書
面

に
よ

り
通

知
す

る
。

　
⑵

　
実

技
試

験
ま

た
は

学
科

試
験

の
合

格
通

知

　
　

 　
実

技
試

験
ま

た
は

学
科

試
験

の
い

ず
れ

か
の

み
に

合
格

し
た

者
に

つ
い

て
は

、
開

発
協

会
が

書
面

に
よ

り
通

知
す

る
。

　
⑶

　
技

能
検

定
合

格
証

書
等

の
交

付

　
　

　
技

能
検

定
の

合
格

者
に

は
、

合
格

証
書

お
よ

び
技

能
士

章
を

交
付

す
る

。

７
　

そ
の

他

　
 　

技
能

検
定

に
つ

い
て

の
問

合
せ

は
、

福
井

県
職

業
能

力
開

発
協

会
（

電
話

０
７

７
６

－
２

７
－

６
３

６
０

）
ま

た
は

福
井

県
産

業
労

働
部

労
働

政
策

課
（

電
話

０
７

７
６

－
２

０
－

０
３

８
８

）
に

対
し

行

う
こ

と
。

　
　

　
測

量
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

８
８

号
）

第
３

９
条

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

３
年

６
月

２
５

日
に

嶺
南

振
興

局
小

浜
土

木
事

務
所

よ
り

公
共

測
量

の
実

施
に

つ
い

て
の

通
知

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

３
９

条
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

１
４

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

測
量

計
画

機
関

の
名

称

　
　

嶺
南

振
興

局
小

浜
土

木
事

務
所

２
　

作
業

の
種

類

　
　

公
共

測
量

（
数

値
地

形
図

デ
ー

タ
更

新
：

地
図

情
報

レ
ベ

ル
２

５
０

０
）

３
　

作
業

の
期

間

　
　

令
和

３
年

６
月

２
５

日
か

ら
令

和
３

年
９

月
３

０
日

ま
で

４
　

作
業

の
地

域

　
　

小
浜

市
全

域

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
  杉

本
　

達
治

１
　

落
札

に
係

る
物

品
お

よ
び

役
務

の
名

称
・

数
量

　
 　

福
井

県
財

務
会

計
シ

ス
テ

ム
関

連
機

器
等

の
購

入
お

よ
び

保
守

業
務

委
託

　
一

式
（

長
期

継
続

契
約

）

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
会

計
局

審
査

指
導

課
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鉄
線

蒔
絵

膳
椀

　
一

具
小

浜
市

遠
敷

２
丁

目
１

０
４

（
県

立
若

狭
歴

史
博

物
館

）
宗

教
法

人
心

光
寺

歴
史

資
料

徳
川

家
光

所
用

乗
物

小
浜

市
遠

敷
２

丁
目

１
０

４

（
県

立
若

狭
歴

史
博

物
館

）
宗

教
法

人
発

心
寺

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

令
和

３
年

８
月

６
日

４
　

落
札

者
の

名
称

お
よ

び
住

所

　
　

富
士

通
Ｊ

ａ
ｐ

ａ
ｎ

株
式

会
社

福
井

支
社

　
　

福
井

県
福

井
市

毛
矢

１
丁

目
１

０
番

１
号

５
　

落
札

金
額

　
　

７
１

，
９

４
０

，
０

０
０

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札

７
　

規
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

令
和

３
年

６
月

２
５

日

福
井
県
教
育
委
員
会
告
示
第
２
号

　
福

井
県

文
化

財
保

護
条

例
（

昭
和

３
４

年
福

井
県

条
例

第
３

９
号

）
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
文

化
財

を
福

井
県

指
定

文
化

財
に

指
定

す
る

の
で

、
同

条
例

第
４

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
教

育
委

員
会

有
形

文
化

財
の

指
定

　
９

件

種
　

別
名

　
　

　
称

所
　

在
　

地
所

　
有

　
者

絵
　

画

紙
本

墨
画

淡
彩

　
鷲

鷹
図

大
野

市
天

神
町

２
－

４

（
大

野
市

歴
史

博
物

館
）

宗
教

法
人

円
立

寺

絹
本

著
色

　
打

它
宗

貞
像

 
敦

賀
市

平
和

町
２

３
－

７
打

它
　

明
子

紙
本

墨
画

　
仙

人
高

士
図

（
初

代
橋

本
長

兵
衛

筆
）

敦
賀

市
相

生
町

７
－

８

（
敦

賀
市

立
博

物
館

）
敦

賀
市

彫
　

刻

木
造

　
 薬

師
如

来
立

像
福

井
市

高
尾

町
６

８
－

１
高

尾
町

石
造

　
狛

犬
（

永
正

十
四

年
銘

）
あ

わ
ら

市
春

宮
２

丁
目

１
４

－
１

（
あ

わ
ら

市
郷

土
歴

史
資

料
館

）
指

中
区

工
芸

品

松
喰

鶴
鏡

福
井

市
大

宮
２

丁
目

１
９

－
１

５

（
県

立
歴

史
博

物
館

）
宗

教
法

人
八

幡
神

社

銅
鉦

鼓
　

応
長

元
年

銘
 

　
　

附
　

撞
木

　
１

柄

　
　

　
　

吊
紐

　
１

本
 

大
飯

郡
お

お
い

町
成

和
２

－
１

－
１

（
お

お
い

町
立

郷
土

史
料

館
）

笹
谷

区

教
育
委
員
会
告
示

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
６
２
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

設
立

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

（
そ

の
他

の
政

治
団

体
）

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
以

外
の

政
治

団
体

）

届
　

出
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

会
計

責
任

者
の

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

年
月

日
氏

　
　

　
　

名

令
和

3年
越

前
市

の
新

時
代

を
切

り
開

く
会

石
塚

　
博

英
上

木
　

真
吾

越
前

市
塚

町
２

１
２

8月
6日

令
和

3年
ひ

ろ
せ

よ
う

こ
笑

顔
い

っ
ぱ

い
の

坂
井

市
を

考
え

る
会

松
川

　
秀

幸
大

門
　

正
悟

坂
井

市
丸

岡
町

山
口

５
７

－
１

４
8月

17日

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
６
３
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

届
出

事
項

の
異

動
に

係
る

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

異
　

動

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

異
 動

 事
 項

異
　

動
　

内
　

容

新
旧

令
和

3年
 

7月
1日

日
本

薬
業

政
治

連
盟

福
井

県
支

部
重

冨
　

太
郎

代
表

者
重

冨
　

太
郎

師
田

　
泰

伸

令
和

3年
 

7月
15日

自
由

民
主

党
福

井
県

と
き

わ
会

支
部

橋
爪

　
毅

代
表

者
橋

爪
　

毅
佐

々
木

　
肇

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
６
４
号
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政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

政
治

団
体

の
解

散
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

解
散

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

令
和

3年
7月

7日
広

田
か

ず
の

り
後

援
会

松
田

　
輝

治

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
６
５
号

　
越

前
市

選
挙

管
理

委
員

会
か

ら
、

公
職

選
挙

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

１
０

０
号

）
第

１
６

１
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
指

定
を

取
り

消
し

た
旨

の
報

告
が

あ
っ

た
の

で
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

９
月

７
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

施
設

の
名

称
施

設
の

所
在

地
取

消
年

月
日

越
前

市
行

松
会

館
越

前
市

行
松

町
２

０
－

１
５

－
１

令
和

３
年

８
月

２
日

令
和
三
年
九
月
七
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県


